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ちょこっと♡助っ人ポイント制度 部会 議事要旨 

令和５年８月３日（木） 

午後６時３０分～８時１５分 

西淀川区社会福祉協議会３階 第１・２会議室 

【出席者】  

地域福祉推進会議：３名 

部会委員：３名 

区役所：保健福祉担当岡地係長 

区社協：地域支援担当長谷川係長、松原、長谷川大陽 

 

 

１ 前回の振り返り 

 令和５年６月１２日議事要旨参照 

 

 

２ 報告 

（１）説明会（令和５年７月２７日開催）について 

 ・２名が参加・登録した。 

 ・広報紙「きらりにしよど」を見たとのこと。 

 ・園芸活動がしたい。（後述する。） 

 

（２）「ちょこ助チケット」交換枚数について 

 累計交換枚数：１２枚 

 累計使用枚数： ６枚 （令和５年８月現在） 

 

（３）「ステキなもの」チラシについて 

 ＨＰに掲載されているものを引き続き使う。 

 

 

３ 今回の検討課題 

（１）活動先の拡充について 

 ・今年度７月末から特別養護老人ホームなどで感染対策が再び強化されてきている。 

 ・登録者のニーズを踏まえると、保育園等に呼び掛けていきたい。 

  ↳社会福祉施設連絡会にて周知する。（令和５年８月８日）  

 ・活動先登録可能なこども食堂はあるが、中には活動日程が固定されていないものもあ 

り、調整が難しい。 
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 ・西淀川区南西部地域包括支援センターの農園（フレール農園）を活動先登録可能か確

認する。 

 ・単発の活動は多くあるが、事務手続きの都合で活動日に周知が間に合わない。 

  ↳ＨＰ・チラシのみの周知だけでなく、LINEを使用することを検討する。 

  

（２）周知について 

 ・令和５年７月７日開催の自立支援協議会において、「ちょこっと♡助っ人ポイント制

度」活動先拡大のための周知を行った。 

  ↳グループホーム部会、生活・就労部会において、各部会長により周知が行われた？

（未確認） 

 ・広報紙「きらりにしよど １０月号」において、「ちょこっと♡助っ人ポイント制度」

説明会開催の周知を行う。 

 ・令和５年１１月３０日開催の「西淀川ささえあいあいプラン」の周知会（仮称）にお

いて、「ちょこっと♡助っ人ポイント制度」の周知を行う。 

 ・LINEを活用し、不特定多数への周知を行う。 

 

（３） その他 

 チケット使い先の拡大 

 ・就労継続支援Ｂ型等の事業所でも利用できると、最大１０か所程使用先が増加する。 

 ・就労支援事業所運営されている飲食店での利用も視野に入れていきたい。 

  

 →使用先を記した地図があればよい。 

 

 ポイントについて 

 ・現在は時間に対して付くものであるが、作業自体についてもよい。 

  ↳受け入れ事業所の作業内容によるが、活動の拡大につながる。 

 

 

３ 今後の予定 

説明会：令和５年１０月２４日（火）午後１時３０分～ 

                （午後２時～説明会開始）  

部 会：令和５年 ９月 ７日（木）午後６時３０分～ 


